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「宇都宮市公共下水道雨水
整備計画」の改定について

宇都宮市上下水道局

下水道建設課

資料６

（１）下水道とは？

汚水：家庭や工場等から生活・営業・
生産活動等により排出される排水

雨水

下 水
下水を排除するために設けられる排水
管，排水きょ，その他の排水施設，こ
れに接続して下水を処理するために設
けられる処理施設のこと。

１．はじめに
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（２）下水道の役割

トイレが水洗化されます。

生活環境の改善が図られます。

（２）下水道の役割

海や川がよみがえります。

浸水から街を守ります。



3

（３）下水道の処理方式の違い

汚水と雨水を
別々の管で集

めます

汚水と雨水を
ひとつの管で
集めます

分流式 合流式

（１）都市化による雨水流出量の増大

田畑

地下水

土

昔

地面に
水がしみ込む

２．本市における雨水対策について
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（１）都市化による雨水流出量の増大

今

舗装された道路

地下水

建物

雨水がしみ込まず
浸水被害が発生する

（２）浸水被害の発生状況

低地の浸水
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道路の冠水

（２）浸水被害の発生状況

道路の冠水

（２）浸水被害の発生状況
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○雨水整備の方向性

河川への
速やかな排除

流域全体で
貯留浸透を高める

平成14年度より
雨水貯留・浸透施設
設置費補助制度導入

・河川改修
・重点地区における
雨水幹線の整備

行政

市民・行政による協働

対象：市街化区域

（３）これまでの取組について

（４）公共下水道雨水整備計画について

⇒緊急に整備を要する重点４排水区について雨水幹線の整備を行う
計画期間：平成１３年度～平成２０年度

⇒新規地区として４排水区を追加。
重点８排水区について雨水幹線の整備を行う
計画期間：平成１３年度～平成２５年度

○平成12年：「公共下水道雨水整備計画」の策定

○平成17年：「公共下水道雨水整備計画」の見直し

○現計画の整備状況について
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雨水整備計画改定のフロー

現計画の評価

雨水整備対象排水区 ９９排水区

○重点排水区：（５排水区）⇒ 下水道事業で優先的に整備を要する排水区

○他事業関連：（３排水区）⇒ 道路，河川事業等との調整が必要な排水区

○上記以外の排水区 ⇒ 河川事業などにより対応する排水区

浸水被害のある主な排水区 １９排水区

・近年（H17～H24）の浸水被害状況調査
・発生頻度，被害程度，懸案箇所の評価項目を定め，
点数化による評価

・重点排水区
⇒近年の浸水被害実績等を踏まえて見直す

・主な浸水要因や現状と課題を整理し，下水道・道路・河川
による対応方針を排水区毎に設定

○平成25年：「公共下水道雨水整備計画」の改定
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排水区 現 状 対応方針

継
続

奈坪川第１
市道５４４号線沿線におい
て浸水被害が発生してい
る

・関連する河川整備の進
捗には，長期間を要する。
⇒排水区内の雨水幹線
ルートの一部を整備し，
道路に流れ込んで来る雨
水を一時貯留する。

放流先の河川への流出
量を調整することで，浸水
被害の軽減を図る。

鶴田川第５
宇都宮中央女子高付近に
おいて浸水被害の発生回
数が多い状況

新川第９
県道雀宮停車場線の拡幅
予定がある

新
規

平出工業
団地関連

産業通りで頻繁に道路冠
水被害が発生

○新重点５排水区（位置図，整備手法イメージ図）

計画期間：平成２６年度～平成３５年度
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（５）雨水貯留・浸透施設設置費補助制度について
対象：市街化区域
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（５）雨水貯留・浸透施設設置費補助制度について

雨水貯留・浸透施設の設置例

雨水貯留施設 雨水浸透施設


